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先月号にも少し書かせて頂きましたが、村民の
方から「たしろ保育園の新しい園長」と声を掛け
て頂く事があり、先日もビーチ西目屋に立ち寄っ
たところ数名の方に声を掛けて頂きました。本当
にありがたいことです。昔から「顔立ちが派手で
特徴的だから１回見たら忘れない顔」と揶揄して
頂いております。皆様どうぞお気軽にお声掛けく
ださい。

さて、あまり知られていない事かもしれません
が、私は『西目屋児童クラブ』の総括という役割
も頂いており、たしろ保育園の園児だけではなく、
児童クラブの児童とも関わることが多くあります。実は児童クラブの運営は私の念願の
夢でもありました。

私はこれまで方
ほう

々
ぼう

で「昔から保育士になるのが夢でした」と語ってきました。その言
葉に勿論噓偽りはないのですが、実は一方で「小学校の教師（運動が得意な熱血教師）
になりたい」という強い思いもありました。紆余曲折を経て結果的には教師の道を断念
し、保育士を目指すことになり今日に至るのですが、今から10年前にニコニコこども
えんの設立時に、この経緯（保育士か教師を悩んだ）をとある方に伝えたところ、「そ
んな思いがあるなら、保育園だけではなく児童館や学童保育の運営を手掛けたらよいの
では」という助言を頂いた事がありました。その発想は目から鱗でした。

その提案から10年後にこうして『西目屋児童クラブ』の統括という役割を頂けたこ
とは、本当に身に余る思いです。たしろ保育園同様に児童クラブの運営に関しても、外
部からやってきた１年生の私がいきなり何かを変えようとするのではなく、これまで山
内前園長が培ってこられた基盤を大切にしながらも、利用する児童たちが「以前よりも
色々な経験ができるようになった」「以前よりも楽しみや期待をもって児童クラブに通
えるようになった」と思ってもらえるよう尽力していきたいと思います。

児童クラブの子ども達は私の顔を見ると「園長先生、またお出かけに行きたい」「保
育園の子ども達と遊びたい」「またシール交換会をやってほしい」など沢山のリクエス
トをもらいます。こういった子ども達のリクエストが私の運営の活力となっております
ので、園児、児童だけではなく、保護者の方や地域の方からも沢山のご意見をお待ちし
ております。『西目屋児童クラブ』が楽しく心地よい「遊びの場」となるよう職員一同
努めてまいりますので今後ともどうぞ宜しくお願いします。

６月18日より児童クラブでおやつの提供を開始しました。おやつ代の徴収はござい
ませんので、是非とも皆さん遊びにいらしてください。

たしろ保育園　　　　　　
園長　對馬　大輔

たしろ保育園
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　５月３０日（土）、西目屋小学校・たしろ保育園大運動会を開催しました。運動会の練
習中は晴天に恵まれていましたが、当日は曇天での開始となりました。
　運動会のスローガンは、「祝統合５０周年　未来に輝く西目屋小～キラキラ・ワクワ
ク～」です。開会式後には、国スポ開催に合わせた炬火リレーが行われ、みんなでイ
ベントを盛り上げました。競技が始まると、子どもたちは笑顔をキラキラさせながら
各種目に挑んでいました。また、他学年が競走をしている際には、胸をワクワクさせ
ながら応援する姿が見られました。しかし、競技の途中から雨に見舞われ、赤白対抗
リレーは６月２日（火）に延期となりました。閉会式をテントの中で行うなど、急な
変更にもかかわらず、子どもたちは臨機応変に対応していて素晴らしかったです。思
い出に残る運動会を通して学んだことを、今後の学校生活に生かしてほしいと思いま
す。
　運動会では、桑田村長、佐藤村議会議長、大滝教育長を始め、村議会議員の方々や
多くの御来賓の皆様に応援していただきました。また、PTA保体教養委員の方々や、保
護者の皆様には、決勝係やテントの準備・後片付けなどに御協力いただきました。本
当にありがとうございました。
　各種目を通して感じたことやうれしかったことを子どもたちに聞いたので、紹介し
ます。

「親子でJAN－KEN－PON」 １年　桑田　岳空 さん
　校長先生とじゃんけんをしたらあいこだったので、お父さんにおんぶをしてもらい
ました。お父さんは足が速いので、あいこでもいいなと思いました。どんどんゴール
が近づいてきて、１位になりました。とてもうれしかったです。

「チェッコリ玉入れ」 ２年　髙橋　　凜 さん
　チェッコリダンスは、腰をふっておどりました。玉入れは、たくさんの玉を手に
もって入れたら、かごの中に入りました。初めての競技でしたが、みんなで楽しくお
どることができて、うれしかったです。

「１００ｍ走」 ３年　山下　楓禾 さん
　自分が１位だと思った瞬間、とてもうれしかったです。お母さんがたくさん応援し
てくれていることが分かって、とても安心して走ることができました。めあてを守れ
て、うれしかったです。

「借り人競走」 ４年　髙橋　陽菜 さん
　わたしは、ペンを持っている人を探すお題を引きました。緊張したけど、がんばっ
て「ペンを持っている人はいませんか？」と、大きな声で言いました。すると、蒔苗
先生が来てくれたので、うれしかったです。

「炬火リレー」 ５年　若松　志帆 さん
　炬火リレーのメンバーに選ばれました。私は３走でした。２走からトーチを受け
取って走り出しました。トーチは意外に重くて、温かかったです。４走にうまく渡す
ことができました。責任を果たすことができて、うれしかったです。

「ドキドキ親子ぴったんこ」 ６年　田澤　夢翔 さん
　初めてやって、すごく難しかったです。最初から転んでしまい、あせったけど、最
後まであきらめずに走りぬくことができました。最後の運動会で、お母さんと笑顔で
走ることができて、うれしかったです。

親子でJAN－KEN－PON

チェッコリ玉入れ

１００ｍ走

借り人競走

炬火リレー

ドキドキ親子ぴったんこ
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　夏の暑さが本格化する７月、食卓に登場する機会が増えるのが冷たい麺類です。そうめんやうどん、中華麺など、どれも
さっぱりとした口当たりで夏にぴったりですが、麺類だけで食事を済ませてしまうと、エネルギーは補えても栄養のかたよ
りが出やすくなります。そこで意識したいポイントが、一緒にプラスするトッピング。手軽な食材を組み合わせるだけで、
栄養バランスがぐっと整います。

　麺のみの食事が続きたんぱく質が不足すると、筋肉量が落ちて疲れやすくなり、夏バテを招く一因になることもありま
す。調理なしで使えるツナ缶やサラダチキンなど市販品をうまく活用して、無理なくたんぱく質を取り入れましょう。

　また、つけ汁やたれには食塩が多く含まれています。食塩のとりすぎは高血圧や腎臓への負担につながる可能性も。野菜
類や海藻類に含まれるカリウムは余分な塩分の排出を促す働きがあるため、積極的にトッピングするのがおすすめです。つ
け汁は飲み干さないようにすると、さらに減塩につながります。

管理栄養士稲宮麻耶管理栄養士稲宮麻耶のの食育食育だよりだより　夏の麺、栄養バランスを意識しよう夏の麺、栄養バランスを意識しよう

今月のいきいきポイント 西目屋村の暑さをしのぐ所は？ ※詳細につきましては、村ホームページをご確認ください。

区分 涼み処 クーリングシェルター
施設名 目屋郵便局 道の駅 津軽白神・白神館・村いちの湯・大白温泉・中央公民館

設置期間 10 月第４水曜日まで

利用できる
日時

・平日営業時間
（午前の部） ９時から 12時まで
（午後の部）13時から 17時まで
であれば、利用可能

・「熱中症特別警戒アラート（※）」が発表された次の日

・利用時間は、各施設の開館時間によります

開設場所 窓口ロビー 各施設が指定した場所

【栄養バランスを整えるトッピング】
プラスしたい栄養素 おすすめのトッピング

たんぱく質 ゆで卵・蒸し鶏・ツナ・えび・ちくわ

ビタミン きゅうり・トマト・レタス・にんじん・大葉

ミネラル・食物繊維 めかぶ・なめこ・オクラ・わかめ・もずく

【今月のいきいき Day】
日程 行事名 備考

7月 熱中症予防強化月間 熱中症に注意し、暑いときは無理をしないようにしましょう。

７月　８日（水） 歯っぴーデイ 歯ブラシを交換しませんか？　意識的に歯磨きをしてみましょう。

７月１０日（金） 乳幼児健診 対象者には事前に案内を配布しています。忘れずに受診しましょう。

熱中症に要注意！ 
　温度や湿度が高い環境に対して、体温をうまく調節できなくなって起こる
様々な症状の総称を熱中症といいます。梅雨の合間の晴れた日や、梅雨が明け
た直後など熱中症が起こりやすいと言われています。熱中症の主な症状は、め
まい、吐き気、頭痛、体のだるさ、ほてりです。さらに、重症になると意識を
失ったり、けいれんを起こしたりして、最悪の場合死に至ることもあります。
　高齢者の方は体温調節機能が鈍くなっており、夏場でも下着の長そでシャツ
やズボン下を何枚も重ね着している人がいますので、気をつけましょう。

室内や夜間でも油断大敵！
　熱中症になる危険があるのは、日中の炎天下だけだと思っていませんか？日
中の炎天下だけではなく、室内でも、就寝時の夜間でも多く発生しています。見落とされがちですが、室内は熱気がこもり
やすく、風通しも悪いため、こまめな水分補給のほか、次のような熱中症予防が必要となります。

＜自宅でできる熱中症予防＞
□ 窓やドアを開けて部屋の風通しを良くする　　□ 温度や湿度が分かるものを置き、室温を調整する
□ すだれ、カーテンなどで直射日光を遮る　　　□ 涼しい服装で過ごす　　　　　　□喉が渇かなくても水分補給
□ エアコンや扇風機などを活用する　　　　　　□ 汗をかいたら、下着を交換する

特に65歳以上は
要注意
熱中症患者の

およそ半数は高齢者

ＨＰ

※ひとりで悩まないで、まずは相談してください。 保健福祉係　保健師／成田・茶谷　電話８５－２８０４
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　花火は夏の風物詩。家の庭などで、子どもたちが花火をしている姿を見
かけるようになります。
　気軽に楽しめる「おもちゃ花火」でも、正しく取り扱わないと火災に繋
がります。また、やけどを負うなどの事故になることがありますので、必
ず次のことに注意し、楽しく遊びましょう。

・風の強い乾燥した日は花火をしない。　　　　　・注意書きを必ず読む。
・花火をほぐしたり、束ねて点火したりしない。　・燃えやすいものがない安全な場所を選ぶ。
・子どもだけで花火をさせない。
・水の入ったバケツなどを用意する。

※おもちゃ花火の遊び方については、日本煙火協会
のホームページに詳しく掲載されていますので、
ご利用ください。

まだ初夏というには早い時期なのに、
外気温が30度を超える日がやってきました。

外での農作業等、お疲れ様です。

もりのいずみも村から
「クーリングシェルター」という役割を
与えられておりますので
館内を涼しくしてお待ちしております。

汗をかいたら、村いちの湯でさっぱり
リフレッシュし、館内で涼んでください。

キンキンに冷えた無料の水や
有料の熱中症対策飲料を
多数ご用意しております。

スタッフ一同
ご来館を心よりお待ちしております。

暑はんで 悪くなる前に 涼むべな

グリーンパークグリーンパーク

もりのいずみもりのいずみ

社会福祉協議会だより

西目屋村災害発生状況　西目屋村災害発生状況　令和８年５月末現在
救　急 火　災 救　助 遭　難

５月件数 ４ ０ 0 ０
累　　計 21 ０ 0 ０

安心見守り配食サービスのご案内
●配達日時…毎日（1/1 ～ 1/3を除く）
　①昼食…１１時～１２時　　②夕食…１６時～１７時

※配達時間は交通状況により多少前後する可能性があ
ります。

●利用料
　①おかずのみ…３００円　　②ごはん付き…３５０円
●対象者…村内のいずれかに該当する方
　①６５歳以上のみで居住の世帯
　②心身の障害により買物及び調理ができる状態にない方

※写真は一例です。
●申し込み・問い合わせ先

利用するには事前に登録が必要です。お気軽にご相談
ください。お試しに１食だけの利用もOK!
西目屋村社会福祉協議会

〒036－1411 西目屋村大字田代字神田57
電話 0172－８５－２２５５ FAX 0172－85－2265
受付時間 平日８：15 ～ 17：00

お昼
厚揚げとそぼろの彩り炒め

夕方
若鳥からあげ

正しく使って楽しい花火
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【開催日時】
８月11日（火・祝）10：00 ～ 11：30
【開催場所】

平川市図書交流施設「よみまる」２階　多目的ホー
ル（現地集合・現地解散）
平川市猿賀南田15番地１
【体験内容】

本物のお花を使ったレジンキーホルダーを作りま
す。
【講 師】cocoPri　對馬　宏美さん
【参 加 費】

1,000円・1,200円・1,650円（いずれも１つあたり。
制作するものを当日選択。）
【参加対象】

弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐
町、田舎館村、西目屋村にお住まいのお子さん（４
歳～。小学２年生以下は保護者同伴での参加をお願
いします。）
【募集人数】30人 
【応募方法】
「電子メール」に、①住所（市町村名のみ）、②参加
者氏名（漢字）、③参加者氏名（ふりがな）、④学

申込メール
二次元コード

津軽広域連合では、圏域のお子さんを対象に体験教室を開催します。
自分だけのオリジナル作品をつくってみませんか？　ご応募お待ちしています！

年・年齢、⑤保護者氏名（漢字）、⑥保護者氏名（ふ
りがな）、⑦電話番号、⑧メールアドレスを記入し
てお申し込みください。
※⑧は代表者のみ。２人以上でお申込みの場合は①

～⑦をそれぞれ明記ください。
※応募者多数の場合は抽選を行い、結果を７月28

日（火）に⑧のメールアドレス宛にお知らせします。
rengou@tsugarukoiki.jpからのメールを受信でき
るようあらかじめ設定をお願いします。

【申込期限】
７月20日（月・祝）
【問い合わせ・申込先】

〒036－8003　弘前市大字駅前町９番地20
ヒロロ３階　津軽広域連合
レジンキーホルダー作り体験係
電話 31－1201
E-mail rengou@tsugarukoiki.jp

ホームページ
二次元コード

【試験種類】警察官Ｂ（高卒・短大卒程度）
【受験資格】
平成３年４月２日～平成21年４月１日まで
に生まれた方（大学を卒業した方または令和
９年３月31日までに大学を卒業見込みの方
を除く）

【受付期間】７月６日（月）～８月17日（月）

【第一次試験】
９月27日（日）

［青森市、八戸市、弘前市、むつ市、さいたま市］
【第一次試験結果発表】
10月２日（金）※予定

【第二次試験】11月中旬［青森市］
【第二次試験結果発表】12月上旬

・最終合格発表　12月上旬
※詳しくは弘前警察署までお問い合わせくだ

さい。

〈問い合わせ先〉
弘前警察署　電話 0172－32－0111

■ 警察官募集のお知らせ

　令和８年第２回定例会が６月12日～６月17日まで
開催されました。審議された案件をお知らせします。

報告

・令和７年度西目屋村一般会計繰越明許費繰越計算書
・令和７年度西目屋村農業集落排水事業会計予算繰越
　計算書

議案

・西目屋村国民健康保険税条例の一部を改正する条例
・工事請負契約の件（西目屋村中央公民館外壁及び屋

根改修工事）
・令和８年度西目屋村一般会計補正予算（第１号）
・令和８年度西目屋村国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）
・令和８年度西目屋村介護保険特別会計補正予算（第

１号）
・令和８年度西目屋村簡易水道事業会計補正予算（第

１号）
・西目屋村農業委員会委員任命の同意について

議会定例会議会定例会についてについて
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■ 労働委員会委員による労働相談会（７～９月）
　個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇・賃金引上げ・長時間労働・パワハラなど）につい
て、青森県労働委員会委員が相談に応じます。

１．開催日時及び場所

　“社会を明るくする運動”は、
犯罪や非行の防止と、罪を犯
した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非
行のない地域社会を築こうと
する全国的な運動で、７月が
強調月間です。
　強調月間中の意識啓発を目的として、弘前地区
ではメッセージ伝達式及び決起大会を開催します
ので、ぜひお越しください。

第７６回“社会を明るくする運動”
メッセージ伝達式及び決起大会

【日時】
令和８年７月５日（日）10：30～11：45頃
【場所】

ヒロロ４階
弘前市民文化交流館ホール
【その他】
（参加費・事前申込不要）
【問い合わせ先】

住民課住民係
電話 ８５－２８０３

＜立ち直りを支える人“保護司”とは＞
　犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すこと
がないよう、その立ち直りを地域で支える民間
のボランティアです。
　保護観察中の人と月に数回面接をし、生活状
況の見守りや、相談対応、生活指導を行うほか、
地域住民に向けた啓発活動を行っています。

＜弘前地区保護司会よりメッセージ＞
　弘前地区保護司会では、罪を犯した人への立
ち直り支援が、明るい地域づくりにつながれば
と思い、日々活動しています。
　“社会を明るくする運動”を通して、保護司な
ど、立ち直りを支える人たちの役割について、
少しでも関心を持っていただければと思ってい
ます。

７月は“社会を明るくする運動”の強調月間です

２．対象者
　県内の労働者・事業主

３．対応者
　青森県労働委員会委員

４．その他
　・費用無料、秘密厳守
　・随時受付（予約優先）

５．問い合わせ先
　青森県労働委員会事務局
　電話０１７－７３４－９８３２
　FAX ０１７－７３４－８３１１

６．リンク
　https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/roi/
　roi-sodankai.html

開催日 時　間 場　所

7/7 ㈫ １３時３０分～
１５時３０分

青森県労働委員会
（東奥日報新町ビル４階）

7/12 ㈰ １０時００分～
１２時００分

8/4 ㈫ １３時３０分～
１５時３０分

9/1 ㈫ １３時３０分～
１５時３０分

9/13 ㈰ １０時００分～
１２時００分

秘密厳守

相談無料

中立・公正

詳細はこちら
〈ＨＰ〉

弘前地区の保護司の
活動等の詳細はこちら→

〈弘前地区保護司会ＨＰ〉
更生保護マスコットキャラクター

「ホゴちゃん」
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■ 不動産を相続した方へ
　相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問
題となっていることから、これまで任意だった相続登記が、令和６年４月１日から法律上義務化されました。
　相続登記の義務化により、これまでの取扱いが次のとおり変更されていますので、該当する方は、早めの相
続登記申請をお願いします。

①　相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日から３年以内に相続登記を法務局に申
請する必要があります。

②　遺産分割の話合いで不動産を取得した場合にも、遺産分割から３年以内に相続登記をする必要があります。
③　令和６年４月１日より前の相続も対象となり、令和６年４月１日より前に相続したことを知った不動産に
ついては、令和９年３月３１日までに相続登記をする必要があります。

④　正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、１０万円以下の過料が科される可能性があります。

　詳しくは、法務省ホームページを確認又は最寄りの法務局（予約制の手続案内を実施中）や登記の専門家で
ある司法書士にご相談ください。

◎法務省HP「不動産を相続した方へ ～相続登記・遺産分割を進めましょう～」はこちら　→

〈問い合わせ先〉青森地方法務局弘前支局　電話 ０１７２－２６－１１５０

にしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールにしめやあんしんメールのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用について

　村では、　村では、災害時の防災情災害時の防災情
報報や平時のや平時の村からのお知ら村からのお知ら
せせなどをLINEやメールで受などをLINEやメールで受
け取ることができるけ取ることができる「にし「にし
めやあんしんメール」めやあんしんメール」を運を運
用しています。用しています。
　誰でも無料で利用できま　誰でも無料で利用できま
すので、登録のうえご活用すので、登録のうえご活用
ください。ください。

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

メ
ー
ル

●大雨洪水に備えて…河川防災情報を提供しています。
◆身近な河川の水位等をチェックしましょう
・「河川砂防情報提供システム」では、国・県・気象庁が観測している雨量・河川水位・ダム情報等を確認できます。

早めの情報収集、避難準備を心掛けましょう。
　URL：https://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/

◆ご家庭のテレビで、河川の水位が確認できます。

■問い合わせ先　県土整備部　河川砂防課　企画・防災グループ　電話 017－734－9662

「地上デジタル放送」の「データ放送」で、河川水位情報をわかりやすく、ご家庭のテレビで確認できるようになりました。

・操作方法
　NHK総合にチャンネルを合わせ、
　テレビのリモコンの「ｄボタン」を押して、
　TOP メニューの「防災・生活情報」を選び、
　決定ボタンを押して「河川水位情報」を選択します。

河 川 砂 防 課 からのお知らせ

(携帯電話版) (スマートフォン版)

　農業集落排水（下水道）は、水環境の悪化により生
態系などに様々な影響を及ぼす生活排水を集めて、き
れいな水に処理することによって、農業用排水及び河
川の水質改善を図り、快適な生活が送れるようになり
ます。
　排水設備工事や水洗便所改造工事をする場合は、役
場建設課（電話 85－2802）までご連絡ください。

農業集落排水に加入しましょう
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■【西目屋村プレミアム付商品券】販売のお知らせ
　西目屋村商工会主催にて、令和８年度青森県プレミアム商品券発行支援事業により県民の生活支援及び消
費喚起を通じた地域経済の活性化を図る事を目的として西目屋村プレミアム付商品券を発行し、販売します。

◆◇商品券詳細◇◆
【発 行 総 額】2,400万円
【商品券の種類】20％プレミアム付　2,000セット　１セット（1,000円券×12枚綴）を10,000円で販売
【購入限度額】お一人様　１セット１万円 ～ 5セット5万円まで
【購 入 資 格】令和８年５月１日現在に住民基本台帳に登録されている西目屋村民・西目屋村内事業所に

勤務する方・東目屋地区住民
【利 用 期 限】令和８年８月３日（月）～ 令和８年11月30日（月）
【購入の流れ】
①毎戸配布の商品券チラシに添付している購入希望申込ハガキに必要事項を記入の上切り取り、締切日まで

にポストへ投函し郵送または西目屋村商工会へ持参・商工会の郵便受けへ投函にてお申込みください。な
お、村内に勤務されている方等へのチラシは、新聞の折り込み、商工会にも準備してございますのでご利
用ください。

②結果通知の受け取り　申込多数の場合は抽選となり、結果は後日郵送で通知します。（７月中旬予定）
③商工会で引換・購入　８月３日（月）～８月９日（日）の期間内で、送付された購入引換券、購入金、身

分証（運転免許証やマイナンバーカード等）をご持参のうえ、お越しください。（引換代理人にあたって
は、代理人の身分証明書をご準備ください）引換・購入時間は午前９時～午後３時。商工会はこの期間中
のみ、８月８日（土）・８月９日（日）営業致します。販売（購入引換）期間を過ぎると、購入引換券は
無効となりますのでご注意ください。

〈問い合わせ先〉西目屋村商工会　電話 ８５－２８２８（土・日・祝除く）

　大学等を卒業した若者（就職時３５歳未満）が、６年間青森県内に住み、サポート企業で働き続けた
とき、奨学金の返還を青森県と企業等とで支援する制度です。
※就職予定者・企業ともに事前登録が必要です。

〇対象企業等（サポート企業）
・県内企業または勤務地を県内に限定した採用を
　行う県外企業（法人、団体、個人事業主）であ
　って本制度に登録している企業等

〇支援対象者
・大学・短大等の卒業者で、就職時に35歳未満
　の方（出身地不問）
・「日本学生支援機構」、「青森県育英奨学会」の
　奨学金利用者
・青森県内で正規雇用されていない方
※県外にお住まいの方が、年度中途に就職する場
　合も対象となります。

「あおもり奨学金サポートサイト」
 https://www.aomori-life.jp/syogakukin

〈問い合わせ先〉青森県　若者定着還流促進課　電話 017－734－9174

あおもり若者定着奨学金返還支援制度のお知らせ 
～サポート企業・就職予定者の登録受付中～

〇支援額（企業・県が１/２ずつ負担）

学校区分 １人当たり支援上限額
（企業が設定）

大学等 150万円、100万円、
60万円のいずれか

短大等 75万円、50万円、
30万円のいずれか

※認定時の返還残額の１/２が上限

詳しくは公式サイトで
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■ 受講生募集のお知らせ 在職中の方を対象とした試験対策講習を実施します。

給水装置工事主任技術者試験対策講習
【と き】令和８年９月14日㈪～18日㈮　午前９時～午後４時（休憩１時間）
【と こ ろ】弘前高等技術専門校（弘前市大字緑ヶ丘一丁目9－1）
【定 員】15名
【受 講 料】2,800円
【募集期間】令和８年７月27日㈪～８月24日㈪

第１回自動車整備技能登録試験対策講習
【と き】令和８年８月31日㈪、９月２日㈬、４日㈮、７日㈪、９日㈬　午後６時～午後９時
【と こ ろ】弘前高等技術専門校（弘前市大字緑ヶ丘一丁目9－1）
【定 員】10名
【受 講 料】1,300円
【募集期間】令和８年７月６日㈪～８月３日㈪

【申込方法】メール又は郵送でお申し込みください（募集締切日必着）。HP上の受講申請フォームからもお申込
みできます。※受講申込書は当校ホームページからダウンロードできます。詳細は当校ホームペ
ージをご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/hi-gisen/hi-gisen_zaisyokusya_01.html

【問い合わせ先】弘前高等技術専門校　在職者訓練担当
電話 0172－32－6805　E-mail hi-gisen@pref.aomori.lg.jp

　県では、本県での国スポ本大会・障スポ大会の　県では、本県での国スポ本大会・障スポ大会の
開催に伴い、本県土産品の認知度向上を図るため、開催に伴い、本県土産品の認知度向上を図るため、
あおもり推し土産総選挙を開催します。あおもり推し土産総選挙を開催します。
　投票で自分の推し土産品を応援しましょう！　投票で自分の推し土産品を応援しましょう！
　投票された方には、抽選で本県特産品等をプレ　投票された方には、抽選で本県特産品等をプレ
ゼント！ゼント！
　
【投票期間】【投票期間】
７月１日（水）～７月３１日（金）７月１日（水）～７月３１日（金）
【投票方法】【投票方法】
特設サイトの投票フォームより投票特設サイトの投票フォームより投票
【ＨＰ】【ＨＰ】
「あおもり推し土産総選挙」で検索「あおもり推し土産総選挙」で検索
または右記二次元コードからアクセスまたは右記二次元コードからアクセス
【結果発表】【結果発表】
９月１日の表彰式後、HP等で順次公表９月１日の表彰式後、HP等で順次公表
※詳しくは、HPをご覧ください。※詳しくは、HPをご覧ください。

　次の場合には、県税事務所に届出書の提出
が必要となります。

１　法人を設立したとき
２　法人を解散・清算したとき
３　法人の所在地、名称、代表者、資本金、
事業年度等に変更・異動が生じたとき

　届出書の用紙は、当県税事務所に備え
付けてあるほか、青森県庁ホームページ
（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
zaimu/zeimu/010_02houjin.html）からダ
ウンロードできます。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。

法人の設立・異動等の届出は

お忘れなく

■問い合わせ先
　青森県中南県税事務所
　課税第一課
■電話
　0172－32－1131
　内線378
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「戸籍の窓」は原則とし
て「本籍が西目屋村にあ
る方」で、「届出が西目屋
村に提出され、掲載希望
の確認ができた方」を掲
載しています。当村に本
籍がなくても掲載を希望
する方は広報係までお申
し出ください。 

R8.5月末現在（　）は前月比

村の人口
男　性 ５３７人（－３）

女　性 ６１１人（－１）

合　計 1148人（－４）

世帯数 ５１８世帯（－１）

＊おしあわせに
平田　　凌（田代）♥ 佐々木このみ（平川）

＊おくやみ
西川　　巧（82）…白沢

■本　　社／青森市三内字丸山393-270（西部工業団地内）TEL.017-761-5301
■弘前営業所／弘前市大字神田3-2-3（角弘弘前支店２Ｆ）TEL.0172-35-0882

　刑務所内の見学ツアーや、受刑者が製作した刑務所作業製品を実際に見て・触れて・購入することが
できます。
　青森を代表するアイドル〈りんご娘〉によるスペシャルステージのほか、抽選会やキッチンカーなど、
今年は家族で楽しめる企画も盛りだくさんです。
　にぎわいあふれる一日を、ぜひ会場でお楽しみください。

〈日　時〉
　７月２０日（月・祝）（海の日）　９：００～１６：００
〈会　場〉
　青森刑務所
〈問い合わせ先〉
　矯正処遇部門（作業）　電話 ０１７－７３９－２３４１

地域とつながる人とつながる地域とつながる人とつながる 青森矯正展青森矯正展
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　にしめやPRガールズ「ライ

スボール」の皆さんが、村内

の水田を活用し、「ライスボール

のおにぎり大作戦」を実施して

います。 

６月は、田んぼの畦の草刈り

を行いました。専用の重い機械

の操作に手間取る場面もありま

したが、暑い中、苗に栄養が

いきわたるように頑張って作業

をしました。苗の成長は順調で

す！来月は追肥作業を予定して

います！

休みの日にお出かけする機会があれば、必ずと言っていいほど温泉に行きます。その日の気分で
行く温泉を変えますが、弘前市内でよく行くのはやすらぎ温泉、花の湯です。気が乗れば大鰐町
の鰐comeや、秋田県大館市のやたて峠に行くときもあります。え？村内の温泉には行かないのか
って？大白温泉にはたま～に行きますよ。露天風呂が気持ちいいところは好きですから！

スラローム・ワイルドウォーター
9/4（金）～ 9/7（月）

スプリント
10/15（木）～ 10/18（日）

青の煌めきあおもり国スポ西目屋村実行委員会
問い合わせ先　電話　0172－26－5056

お知らせや各種募集情報は
HPをご覧ください

５月30日（土）西目屋村小
学校運動会の開会式で、国スポ炬

きょ

火
か

リレーを実施しました。ブナッキー
とアップリート君が応援するなか、
生徒児童や国スポ出場選手らが炬火
トーチをリレーでつなぎ、国スポの
成功を願う炬火が、ランタンに灯さ
れました。
　この炬火は今後も西目屋村の国ス
ポのシンボルとして保管され、７月
25日（土）に三内丸山遺跡で開催さ
れる炬火集火式へと引き継がれます。

ご参加いただいた皆さん、
 ありがとうございました！

西目屋村小学校運動会で
炬
きょ

火
か

リレーを開催しました！

　西目屋村建設協会より、
目屋観光協会に対し、村
大型イベントで行われる
花火打ち上げの協賛金と
して 30 万円をご寄附い
ただきました。ありがと
うございます。

　田澤弘美さん（田代）が満 88歳　田澤弘美さん（田代）が満 88歳
になられ、村長から長寿祝金が贈になられ、村長から長寿祝金が贈
られました。られました。
　これからもお体を大切にして長　これからもお体を大切にして長
生きなさってください。生きなさってください。 ご寄付ご寄付いただきましたいただきました

長寿祝金長寿祝金


